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１．趣旨 

この要領は、市民会館北側駐車場（以下「北側駐車場」という。）及び市民会館東

側駐車場（以下「東側駐車場」という。）について、民間事業者の専門的な技術・手

法・経験を活用した駐車場の運営を行うことにより、利用の適正化及び維持管理の効

率化或いは財産の有効活用を図るとともに、周辺公共施設利用者の利便性向上を目的

とし、その運営を行う事業者（以下「事業者」という。）を、公募型プロポーザル方

式により選定するため、必要な手続き等を定めるものです。 

 

２．貸付物件 

貸付物件 所在地 貸付面積 

市民会館北側駐車場 岩沼市里の杜一丁目160の一部 10,564㎡ 

市民会館東側駐車場 
岩沼市里の杜三丁目4-1 12,193㎡ 

岩沼市里の杜三丁目4-2の一部 2,836㎡ 

※貸付面積に関しては、測量による実測値ではなく図面により算出した面積です。 

※現況の車室数等に関しては、本要領の「市民会館北側駐車場参考図（P13）」及び

「市民会館東側駐車場参考図（P14）」をご確認ください。 

 

３．スケジュール 

内容 日程 

実施要領の公表 令和５年 ９月１１日 

応募書類の受付 令和５年 ９月１１日～ ９月２６日 

資格審査結果の通知 令和５年 ９月２９日 

質問の受付 令和５年 ９月１１日～ ９月２６日 

質問の回答 令和５年 ９月２９日 

提案書類の受付 令和５年１０月 ２日～１０月１３日 

プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和５年１０月下旬 

貸付候補者の決定 令和５年１１月上旬 

契約の締結 令和５年１２月中旬 

運用開始 令和６年 ４月 １日 

※上記スケジュールは予定であり、変更になる場合があります。 

 

４．参加資格 

⑴ 過去３年間において、官公庁における駐車場運営等の実績を有していること。 

⑵ 法人格を有すること。 

⑶ プライバシーマークを取得していること。 

 

1



⑷ 本市及び他の自治体から指名停止又は業務停止命令を受け、その日から５年を

経過していない者でないこと。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

⑹ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に基づく市の入札参加制限を受けてい

ないこと。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。 

⑻ 次の①～⑤のいずれにも該当しない者であること。 

 ① 役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）と認められる者 

 ② 暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力

団員が経営に事実上参加していると認められる者 

 ③ 役員が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を

加える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

 ④ 役員が暴力団、暴力団員又は暴力団員が経営する若しくは運営に関与してい

ると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者 

 ⑤ 役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められる者 

⑼ 国税及び市税を滞納していないこと。 

 

５．貸付契約の主な条件 

⑴ 貸付期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間です。 

⑵ 貸付料 

貸付料は、事業者から提案された金額を基に定め、年額を四半期毎に市が指定す

る期日までに市が発行する納入通知書により納付するものとします。なお、貸付料

は消費税及び地方消費税を含む額とし、１円未満の端数が生じた場合は切り捨てる

ものとします。 

 ⑶ 電気料 

  駐車場機器等（以下「機器等」という。）の駐車場運営に係る電気料は事業者の負

担とします。市から電力供給を受ける設備に関しては、子メーターの設置などによ

り実費分を算出することとし、貸付料とは別に市が指定する期日までに市が発行す
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る納入通知書により納付するものとします。なお、子メーターの設置に係る費用及

び原状回復に要する費用については、事業者の負担とします。 

⑷ 使用用途 

  ① 貸付物件は、駐車場に限定します。 

  ② 駐車場の出入口には、必ず精算機とゲートを設置するものとします。 

⑸ 制限事項 

① 貸付物件を駐車場以外の用途で使用することはできません。ただし、利用者

の利便性向上に資する独自の取組については、提案に基づき市が実施の可否に

ついて判断します。 

② 貸付物件に建物を建築することはできません。 

③ 貸付物件に許可なく自動販売機等その他工作物の設置はできません。 

④ 貸付に基づく賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはでき

ません。 

⑤ 貸付物件を第三者に転貸することはできません。 

⑹ 調査及び資料提出等の協力 

① 市が貸付物件の状況等についての調査を実施するとき、又は関係資料の提出

を求めたときは、事業者は必ず市に協力しなければなりません。 

② 事業者は、資料等に関して市から説明の要請を受けたときは、これに応じる

ものとします。なお、市はこれを公表できるものとします。 

⑺ 物件の引渡し及び返還 

貸付物件は現況有姿の状態で引渡します。契約締結後、貸付期間の開始前に機器

等の設置工事を行う場合は、別途使用許可申請により行うものとします。貸付期間

が満了するときは、市及び次期事業者と協議の上、原状回復して返還しなければな

りません。なお、機器等の設置に係る費用及び原状回復に要する費用については、

事業者の負担とします。 

 ⑻ 契約の変更・解除 

  次に該当する場合は、契約を変更又は解除することができる。 

  ① 市又は他の公共団体において、貸付物件を公用又は公共の用若しくは公益性

の高い事業の用に供するため必要とするとき。 

  ② 事業者が契約に定める義務を履行しないとき。 

  ①の場合、機器等の設置に係る費用を６０で除し、残りの契約月数（１月未満は

切捨て）を乗じて得た金額を市が事業者に支払うものとし、②の場合、事業者が設

置した機器等は市に無償譲与するものとします。 

⑼ 契約保証金 

  事業者は、岩沼市契約事務規則（平成３１年岩沼市規則第１７号）第４６条第１

項に基づく契約保証金（貸付料総額の１００分の１０以上の額）を市に支払うもの
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とします。契約保証金は本件契約期間が満了したとき、貸付物件の原状回復を確認

後、事業者の請求に基づき利息を付さずに返還します。 

 ⑽ その他 

  貸付契約は民法（明治２９年法律第８９号）第６０１条に基づく賃貸借契約と

し、借地借家法（平成３年法律第９０号）の規定の適用はないものとします。 

 

６．駐車料金及び運営に関する条件 

⑴ 一般利用に対する駐車料金を提案してください。ただし、入庫から30分間無料

とします。なお、最終的な駐車料金については、市と協議の上、決定するものと

します。 

⑵ 岩沼市民会館・中央公民館、岩沼市総合体育館、岩沼市陸上競技場、岩沼市多

目的グランド、岩沼市総合福祉センターの利用者（以下「施設利用者」とい

う。）については、1時間30分の減免処理を行うものとします。なお、この場合の

施設利用者とは、①施設使用料を支払って施設利用する者、②会議、イベント等

の主催者、③市主催の会議、イベント等の参加者のことをいいます。 

⑶ 施設利用者の減免処理の方法は、事業者の提案を受け、最終的に市が決定しま

す。施設利用者及び職員への負担が少ない方法で提案してください。なお、減免

処理に係る経費は事業者の負担とします。 

 ⑷ 北側駐車場については時間貸しのみ、東側駐車場については時間貸しと月極の

併用により運営するものとします。 

⑸ 東側駐車場については、以下の条件を付します。 

① 市へ70台分の無料パスカードを発行するものとします。 

 ② 現在市が貸付けを行っている民間事業者等（貸付物件周辺の医療機関、公的

機関等）に対しては、引き続き月極契約により貸付けを行うものとしますが、

収入を保障するものではありません。なお、現在の民間事業者等への貸付台数

は、合計で194台です。 

 ③ 精算機及びゲートについては、大型バスの入庫に対応できるものとします。 

 ⑹ 事業者は、対象駐車場内の安全を十分確保し、安全対策の内容を提案してくだ

さい。 

 ⑺ 精算機の仕様については、提案によるものとします。利用者の利便性を考慮し

て提案してください。 

 ⑻ 精算機は、事故、故障、その他料金精算のトラブル等が発生した場合、事業者

と利用者が直接連絡できるものとしてください。 

 ⑼ 上記の場合、事業者は迅速・誠実に対処するものとし、速やかに直接対応でき

る体制を整えてください。 

 ⑽ 苦情等に関しては、事業者で対応してください。また、事業者は苦情対応に関
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する提案をしてください。 

 ⑾ 照明、防犯カメラ等の設置をする場合においては、市と協議し、了解を得るも

のとします。防犯カメラの映像の取扱いについて、個人情報保護に十分配慮して

ください。 

 ⑿ 市の施設の法令点検等により停電となる場合には、事業者に事前に通知するも

のとし、事業者は、駐車場の運営について市と協議するものとします。 

 ⒀ 貸付物件内の清掃、除雪、植栽管理については、岩沼市民会館・中央公民館の

施設管理と一体的に市が行うものとします。 

 ⒁ 災害等により、緊急対策として市が必要と認めるとき（避難所開設時等）は、

駐車場の利用を制限することができるものとします。この場合、事業者は市に協

力するものとします。なお、岩沼市民会館を避難所として開設した過去３年間の

実績については、下記のとおりです。 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

３日 ３日 ０日 

⒂ 周辺施設との提携を前提とした提案を可としますが、施設利用者が駐車できな

くなると想定される事は避けてください。 

 

７．その他の条件 

⑴ 対象駐車場の利用状況、収支等運営状況の月報（月末締め）を、翌月中旬まで

に市に提出してください。また、事故や利用者からの苦情等があった場合は速や

かに報告してください。 

⑵ 市は駐車場の運営状況を随時調査でき、また、事業者はこれに協力しなければ

ならないものとします。 

⑶ 貸付物件に関する近隣及び利用者等への対応は、事業者が一切の責任で行うも

のとします。 

⑷ 貸付物件内での事故はすべて事業者と当事者での協議とします。対応可能な各

種保険へ加入してください。 

⑸ 本要領に定めるもののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、岩沼市公有財産管理規則（昭和５５年

岩沼市規則第１１号）、岩沼市契約事務規則、その他関係法令等の定めるところ

によります。 

⑹ 駐車場運営を開始するに当たり、運営方法や減免処理方法について周知してい

ただきます。周知に係る一切の費用は事業者負担になります。 

⑺ 契約更新はありません。契約期間が満了した際は、公募により次期事業者を選

定します。公募の際に、過去の駐車場売上等、公募に必要な情報を公表する場合

があります。 
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８．応募書類の提出 

 ⑴ 提出書類 

  ① 本公募に応募する者（以下「応募者」という。）は、次に掲げる書類（以下「応

募書類」という。）を事務局へ提出してください。 

  ② 用紙サイズはＡ４判で提出してください。 

  ③ 期日までに応募書類が整わない場合は、受付できません。 

書 類 名 部 数 

応募申込書【様式１】 原本１部 

写し６部 

事業者の概要等 

法人の概要が分かるパンフレット等の任意の様式 

７部 

法人の登記事項証明書（現在事項全部証明書） 原本１部 

写し６部 

定款、規約その他これに関する書類（原本証明が必要） 原本１部 

写し６部 

印鑑登録証明書 原本１部 

写し６部 

駐車場事業実績一覧表【様式２】 

・過去３年以内においての官公庁もしくは，今回の提案に類似する規模

の民間施設との契約実績を記載。（５件程度） 

・その他応募者の PR となるものがあれば提出してください。 

７部 

決算書類 

（直近期３期分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書） 

７部 

・国税の納税証明書（その３の３ 「法人税」及び「消費税及地方消費

税」について未納税額のない証明用） 

・市税の納税証明書（岩沼市に納税義務のある者に限る） 

法人市民税及び固定資産税・都市計画税 令和４年度分 

原本１部 

写し６部 

暴力団等の排除に関する誓約書【様式３】 原本１部 

写し６部 

⑵ 受付期間 

 令和５年９月１１日から９月２６日まで（事務局必着） 

 （土曜日、日曜日、祝日を除く、午前９時から午後４時まで） 

⑶ 提出方法 

 ① 応募者は、応募書類を受付期間内に事務局まで直接又は郵送により提出してく

ださい。 

 ② 直接提出する場合は、あらかじめ来庁日時を電話連絡の上、提出してください。 
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 ③ 郵送で提出する場合は、書留郵便によるものとし、封筒の表面に「岩沼市民会

館駐車場貸付事業者公募応募書類在中」と朱書きしてください。 

⑷ 審査結果の通知 

 応募書類の提出があった者について資格確認を行い、令和５年９月２９日に「資格

確認結果通知」を発送します。 

 ⑸ 留意事項 

  ① 応募のために要する一切の費用は、応募者の負担とします。 

  ② 応募書類は一切返却しないものとし、審査以外の目的に使用しません。 

  ③ 提出された書類に係る著作権は作成者に帰属しますが、岩沼市情報公開条例

（平成１０年岩沼市条例第１号）に基づく情報公開や選定結果の公表等のため、

応募書類を公表する場合があります。このとき、市は著作権者の同意を得ずに無

償で使用できるものとします。 

 

９．質問・回答 

⑴ 受付期間 

  令和５年９月１１日から９月２６日まで 

  （土曜日、日曜日、祝日を除く、午前９時から午後４時まで） 

 ⑵ 受付方法 

  応募書類を提出した者で本公募の内容に関して質問がある場合は、受付期間内に

「質問書【様式４】」を電子メールで事務局に提出してください。 

 ⑶ 回答方法 

  全ての質問及び回答について、令和５年９月２９日までに市ホームページに公表し

ます。アイデア保護等の観点から、公表に支障となり得る内容の質問はご遠慮くださ

い。 

 

１０．提案書類の提出 

 資格確認を通過した者（以下「提案者」という。）を対象に行うものとし、事業計画

と貸付料提案金額の両面から、総合的に審査することで優れた提案を選定する公募型プ

ロポーザル方式を採用するものとします。 

⑴ 提出書類 

  ① 提案者は、次に掲げる書類（以下「提案書類」という。）を事務局へ提出して

ください。 

  ② 用紙サイズはＡ４判とし、それぞれにつき原本１部、写しを６部提出してくだ

さい。 

  ③ 期日までに提案書類の提出がない場合は、辞退したものとみなします。 
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書類名及び内容 作成にあたっての留意点 審査で重視する点 

企画提案書【様式５】 ‐ ‐ 

事業計画書【任意様式】 

 ①レイアウト図 ○レイアウト 縮尺・方位を記入 ○利用者の利便性 

 ②運営組織・人

員体制 

○工事、運営（維持管理、トラブル対

応等）担当、人員体制の記載 

○運営の確実性 

○利用者の利便性 

 ③駐車設備等の

仕様 

○精算機、看板等駐車設備の主要寸

法、特徴を記載 

○利便性、視認性の高

さ 

 ④利用料金及び

減免処理の方法 

○利用料金を記載 

○減免処理の方法 

○減免処理機の規格、性能、設置台数 

○利用者の利便性 

○利用者・職員への負

担の有無 

 ⑤駐車場の利用

制限の方法 

○「６．駐車料金及び運営に関する条

件 ⒁」を踏まえた提案 

○具体的な対応方法 

○利用者の駐車スペ

ースの確保 

 ⑥維持管理の内

容 

○設備の点検方法 ○維持管理の確実性 

 ⑦設置工事 ○工事工程と各工事内容を記載 ○ 無理のない設計・

工事内容 

 ⑧安全対策・防

犯対策 

○駐車場内外における安全措置等 

○防犯カメラを設置の場合、規格、特

徴を記載 

○レイアウト図に設置位置を表記 

○その他対策を記載 

○安全性の高さ 

（駐車場利用者、通行

人への配慮等） 

○防犯性の高さ 

（侵入者・不法投棄等

対策、不正使用防止） 

 ⑨トラブル対策 ○駐車券の詰まり、釣り銭切れ、開閉

バーの故障、バイクの侵入、放置車両

などの対応 

○その他想定されるトラブルの事例

とその対応策を記載（緊急時対応の

担当の待機場所・体制を記載） 

○現場で対応または解決が不可とな

った場合の事後対応策 

○駐車場利用者から

の連絡方法 

○具体的な対応方法・

体制及び対応までの

所要時間 

 ⑩その他 ○運営開始時の対応内容 

○利用者への周知方法 

（期間・方法・チラシ配布枚数等） 

○利用者及び近隣への配慮 

○施設の事業運営に

支障が出ない方策 

○工事中の対応 

○運営開始後の対応 
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○その他独自の優位性、特徴、アピー

ルすべき点等 

収支計画書 

【任意様式】 

○５年間の収支計画を記載 

 

○収支計画の確実性、

信頼性 

貸付料提案書 

【様式６】 

○収支計画に基づく貸付料の提案 ○提示金額の妥当性、

優位性 

⑵ 受付期間 

 令和５年１０月２日から１０月１３日まで（事務局必着） 

 （土曜日、日曜日、祝日を除く、午前９時から午後４時まで） 

⑶ 提出方法 

 ① 提案者は、提案書類を受付期間内に事務局まで直接又は郵送により提出してく

ださい。 

 ② 直接提出する場合は、あらかじめ来庁日時を電話連絡の上、提出してください。 

 ③ 郵送で提出する場合は、書留郵便によるものとし、封筒の表面に「岩沼市民会

館駐車場貸付事業者公募提案書類在中」と朱書きしてください。 

⑷ 留意事項 

  ① 企画提案のために要する一切の費用は、提案者の負担とします。 

  ② 提案書類は一切返却しないものとし、審査以外の目的に使用しません。 

  ③ 提出された書類に係る著作権は作成者に帰属しますが、岩沼市情報公開条例に

基づく情報公開や選定結果の公表等のため、提案書類を公表する場合があります。

このとき、市は著作権者の同意を得ずに無償で使用できるものとします。 

 

１１．貸付候補者の選定等 

 ⑴ 貸付候補者の選定方法 

  市職員５名で構成する岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募公募型プロポーザル審

査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、貸付候補者の選定を行います。委員

会において、提出書類に基づき、令和５年１０月下旬に提案者から委員へのプレゼン

テーション及びヒアリングを実施します。詳細については後日送付する通知書に記載

します。市において企画提案内容や実施能力等を審査により総合的に判断の上、貸付

候補者及び次点者を決定します（評価内容により次点者を定めないことがあります。）。 

 ⑵ 審査項目 

  事業主体の適格性、事業計画の妥当性、貸付条件などについて審査します。 
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審査項目 審査内容 関連書類 審査のポイント 

１ 事業主体

の適格性 

事業実績 事業概要、

実績一覧表 

①貸付先として相応しい事業者か 

②官公庁における事業実績並びに

民間における類似の事業実績 

経営状況 事業概要、

財務諸表 

最近期３期分決算からの収益性・

安定性を評価 

 

２ 事業計画

の妥当性 

実施要領との

整合性 

企画提案書

類全体 

①事業計画内容が実施要領に定め

る条件に適合しているか 

②優れた独自の提案内容の有無 

運営方法 事業計画書 ①利用者の利便性の向上 

②運営、維持管理の確実性・利便性 

③駐車設備と設置機器の利用のし

やすさ 

④料金の減免処理における利用者

の利便性と職員負担 

⑤駐車場利用制限時の対応方法 

⑥設備保守点検等維持管理方法 

⑦駐車場の安全・防犯対策 

⑧トラブル時の対応 

⑨駐車場運営開始に伴う周知方法 

収支の確実性 収支計画書 事業の収支計画の妥当性、信頼性 

３ 貸付条件 

の優位性 

貸付料 貸付料提案

書 

歳入面での収益性 

 ⑶ 失格要件 

  次の失格要件に該当すると認められる場合は、審査の上、失格とします。 

  ① 提出書類の内容に、この公募要項の示す要件を満たしていない場合 

  ② 提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合 

 ⑷ 審査結果 

  審査結果は提案者全員に文書で通知します。 
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１２．契約に関する事項 

 市と貸付候補者は令和５年１２月中旬に契約を締結するものとします。契約条項につ

いては、本要領に定める条件のほか、貸付候補者の提案書類の内容を反映し、作成する

ものとします。 

また、本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に際して必要な費用は、貸付候

補者の負担となります。 

 

１３．その他 

⑴ 貸付候補者の決定から契約締結までの間に、貸付候補者について資金事情の変化

等により駐車場の整備・運営の履行が確実でないと市が判断した場合、著しく社会

的信用を損なう等により、貸付候補者として相応しくないと市が判断した場合、貸

付候補者が「４．参加資格」に適合しなくなった場合、貸付候補者が本件契約を締

結しない場合には、貸付候補者としての決定を取り消します。 

 ⑵ やむを得ない事情により、予告なく公募を取りやめる場合があります。 

 ⑶ 本公募の事務局、問い合わせ先は下記のとおりです。 

  岩沼市政策部総合戦略課行政改革推進係 

  〒９８９-２４８０ 宮城県岩沼市桜一丁目６番２０号 

  電 話：０２２３－２３－０５５０ 

  ＦＡＸ：０２２３－２２－２３７５ 

  電子メール：gyoukaku@city.iwanuma.miyagi.jp 
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岩沼市⺠会館駐⾞場位置図

岩沼警察署

岩沼消防署

市⺠会館北側駐⾞場

市⺠会館東側駐⾞場

岩沼市役所

100 m
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（様式１）岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募 

応募申込書 

 

令和５年  月  日 

 

岩沼市長 佐藤 淳一 宛 

 

 

 令和５年９月１１日に公表された「岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募公募型プロポ

ーザル実施要領」に記載された内容を全て承知の上、必要書類を添えて申し込みます。 

 なお、本申込書及び本申込みに必要な書類に記載されている内容は、全て事実と相違

ないことを誓約します。 

 

 

応募者 

所在地 

〒 TEL 

 

 

法人名・ 

代表者名 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

所属・役職 

担当者氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

電子メール 
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（
様
式
２
）
岩
沼
市
民
会
館
駐
車
場
貸
付
事
業
者
公
募
 

駐
車
場
事
業
実
績
一
覧
表

 

 事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

契
約
名

 
契
約
相
手
方

 
契
約
形
態

 
契
約
金
額

 
契
約
期
間

 
駐
車
場
の
概
要

 

駐
車
台
数

 
営
業
時
間

 
駐
車
場
方
式

 

（
記
載
例
）

 
 

 
 

  
 

 
 

〇
〇
〇
駐
車
場
設
備
保
守

 

管
理
業
務
委
託

 
〇
〇
市

 
業
務
委
託

 
5
0
0
,0
0
0
円
 

R
0
2
/0
4
/0
1
 

R
0
3
/0
3
/3
1
 

1
0
0 

0
6
:
00
 

2
0
:
00
 

ゲ
ー
ト
式

 

〇
〇
〇
事
業

 
〇
〇
市

 
賃
貸
借

 
5
,
0
00
,
00
0
円
 

H
3
0
/0
4
/0
1 

R
0
5
/0
3
/3
1 

2
0
0 

2
4
時
間
 

フ
ラ
ッ
プ
式

 

〇
〇
〇
駐
車
場

 

管
理
運
営
業
務
委
託

 
〇
〇
市

 
指
定
管
理

 
1
0
,
00
0
,0
0
0
円
 

R
0
3
/0
4
/0
1 

R
0
8
/0
3
/3
1 

1
,
0
00
 

2
4
時
間
 

ロ
ッ
ク
レ
ス
式

 

 
 

 
 

  
 

 
 

※
過
去
３
年
以
内
に
お
い
て
の
官
公
庁
も
し
く
は
、
今
回
の
提
案
に
類
似
す
る
規
模
の
民
間
施
設
と
の
契
約
実
績
を
５
件
程
度
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
こ
の
様
式
は
、
記
載
例
を
削
除
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

 

※
記
入
欄
に
つ
い
て
は
、
自
由
に
調
整
し
て
構
い
ま
せ
ん
。
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（様式３）岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募 

暴力団等の排除に関する誓約書 

 

令和５年  月  日 

 

岩沼市長 佐藤 淳一 宛 

 

所 在 地 

     

法人名・ 

    代表者名 

 

 私は（当法人及び当法人役員）は、岩沼市暴力団排除条例（平成２４年岩沼市条例第

２４号）第２条第２号に規定する暴力団及び同条第４号に規定する暴力団員等と密接な

関係を有すると認められる者でないことを誓約します。 

 また、上記の者でないことを確認するため、岩沼市が本様式に記載されたすべての者

の個人情報を宮城県警察本部に照会することについて同意します。 

 

 役職 氏名 生年月日 性別 住所 

例) 代表取締役社長 岩沼 太郎 S46.11.1 男 岩沼市桜一丁目 6-20 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  ※法人の登記事項証明書（現在事項全部証明書）に役員として記載されている方に

ついて全て記載してください。 
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（様式４）岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募 

質問書 

 

令和５年  月  日 

 

岩沼市長 佐藤 淳一 宛 

 

事業者名                

 

 「岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募公募型プロポーザル実施要領」に記載された内

容に関して、下記のとおり質問します。 

 

№ ページ 項目 質問内容 

１  
  

２  
  

３  
  

４  
  

５  
  

※応募書類を提出後、受付期間内に電子メールで事務局に提出してください。 

電子メール：gyoukaku@city.iwanuma.miyagi.jp 
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（様式５）岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募 

企画提案書 

 

令和５年  月  日 

 

岩沼市長 佐藤 淳一 宛 

 

所 在 地 

     

法人名・ 

    代表者名 

 

 「岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募公募型プロポーザル実施要領」に基づき、提案

書類を提出します。 

 なお、提案内容は要領に記載された要件を満たしており、全て実現可能であることを

誓約します。 

 

 

 

＜連絡先＞ 

所属・役職 

担当者氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

電子メール 
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（様式６）岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募 

貸付料提案書 

 

令和５年  月  日 

 

岩沼市長 佐藤 淳一 宛 

 

所 在 地 

     

法人名・ 

    代表者名 

 

 「岩沼市民会館駐車場貸付事業者公募公募型プロポーザル実施要領」に基づき、市民

会館北側駐車場及び市民会館東側駐車場の貸付料について、下記のとおり提案します。 

 

【市民会館北側駐車場】 

貸付料 

（円／月額） 
        

 

【市民会館東側駐車場】 

貸付料 

（円／月額） 
        

 

※消費税及び地方消費税率は 10％とし、貸付料に含めて記入してください。 

※月額の貸付料を日本円で記入し、数字の前欄に「￥」マークをつけてください。 
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